
町内の幼稚園や保育所・こども園、
小・中学校での子どもたちの様子や特色ある
取り組みの内容を紹介していきます。

◆問い合わせ先　子ども支援課　子ども支援担当　☎ 0748-52-6583

桜谷こども園桜谷こども園

保育所あおぞら園保育所あおぞら園

【教育・保育目標】【教育・保育目標】
　心豊かでたくましい子どもの育成　心豊かでたくましい子どもの育成

保育目標　＊明るく丈夫な子 保育目標　＊明るく丈夫な子 
　　　　　＊友達となかよく遊べる子　＊よく考える子　　　　　＊友達となかよく遊べる子　＊よく考える子

　北脇の地域の方と一緒に、さつま　北脇の地域の方と一緒に、さつま
いもの苗を植えました。収穫が楽しいもの苗を植えました。収穫が楽し
みです。みです。

　ありのままを受け止　ありのままを受け止
めてもらえる保育者とめてもらえる保育者と
の信頼関係を土台としの信頼関係を土台とし
て、安心して遊べるよて、安心して遊べるよ
うに努めています。うに努めています。

　「せんせいおはよう」「ありがとう」「ばいばーい」など、元　「せんせいおはよう」「ありがとう」「ばいばーい」など、元
気にあいさつや思いを伝えられるようにと考えています。はじ気にあいさつや思いを伝えられるようにと考えています。はじ
めは恥ずかしいけれど、言えたことが自信となって、どんどんめは恥ずかしいけれど、言えたことが自信となって、どんどん
自分の思いを出し、相手の思いを感じられるようになってほし自分の思いを出し、相手の思いを感じられるようになってほし
いと思っています。いと思っています。
　地域の方との交流や、身体を使った遊び、さまざまな体験を　地域の方との交流や、身体を使った遊び、さまざまな体験を
通して、『元気に、健やかに、よく考えて』いけるように心が通して、『元気に、健やかに、よく考えて』いけるように心が
けています。子どもたちの思いを大切に保育を進めています。けています。子どもたちの思いを大切に保育を進めています。

　友達の姿を見て、刺　友達の姿を見て、刺
激を受け、「自分も！」激を受け、「自分も！」

「もっと！」と取り組「もっと！」と取り組
むことで、心も体もたむことで、心も体もた
くましくなります。くましくなります。

日野祭の囃子を教えてもらい、日野祭の囃子を教えてもらい、
一緒に演奏しました。地域の方一緒に演奏しました。地域の方
に支えていただいています。に支えていただいています。

　遊びたくなる環境の中で、自ら「やってみよう！」「もっとしたい！」という気持　遊びたくなる環境の中で、自ら「やってみよう！」「もっとしたい！」という気持
ちで夢中で遊び、試行錯誤を繰り返す過程に『学び』がたくさんあります。ちで夢中で遊び、試行錯誤を繰り返す過程に『学び』がたくさんあります。

　安心・安定の中で、いろいろな人やものとのふれあいを通してさまざまな経験　安心・安定の中で、いろいろな人やものとのふれあいを通してさまざまな経験
を重ね、子どもたちが主体的に遊んだり生活したりできる保育を大切にしています。を重ね、子どもたちが主体的に遊んだり生活したりできる保育を大切にしています。

　第１園舎は３～５歳児53名、第２園舎は０～２歳児35名、計88名の園児が在籍
しています。３～５歳児は、短時間部の子どもたちが一緒に過ごしています。保護
者の就労の有無に関係なく同じ教育、保育を受けられることが特徴です。園舎は分
かれていますが、職員が連携をとり、０～５歳の連続した育ちを大切にしています。

　あおぞら園は現在０歳児３名、１歳児11名、２歳児13名、３歳児19名、４歳児20名、
５歳児18名の計84名の園児が在籍しています。

地域の方とのふれあい地域の方とのふれあい

自然とのふれあい自然とのふれあい

友達とのふれあい友達とのふれあい

先生とのふれあい先生とのふれあい

友達や先生と一緒は楽しいな友達や先生と一緒は楽しいな

地震の時は防災頭巾を被って逃げます地震の時は防災頭巾を被って逃げます

リズム運動はリズム運動は
バランスが難しい。バランスが難しい。
体幹を鍛え体幹を鍛え
元気な体づくり元気な体づくり

ボディペインティングをしましたボディペインティングをしました

大きい大きい
シャボン玉！

！
シャボン玉！

！

　前年度に植えたたまねぎが、　前年度に植えたたまねぎが、
立派に育ちました。立派に育ちました。

　朗読ボランティア「風の声」　朗読ボランティア「風の声」
さんに、毎月1回読み聞かせさんに、毎月1回読み聞かせ
に来ていただいています。に来ていただいています。
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令
和
７
年
度　
第
３
回
町
営
住
宅
入
居
者
募
集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 

募
集
期
間 　
11
月
４
日
（
火
）
～
11
月
21
日
（
金
）

 

募
集
団
地 

・
第
１
内
池
団
地
（
内
池
1
5
0
番
地
）
平
成
14
年
築
（
木
造
２
階
建
）
３
D
K

・
第
２
内
池
団
地
（
内
池
1
5
2
番
地
）
昭
和
63
年
築
（
P
C
造
３
階
建
）
３
D
K

・
西
山
団
地　
（
豊
田
2
0
5
番
地
23
）
昭
和
60
年
築
（
P
C
造
２
階
建
）
３
D
K　

 

入
居
資
格 　
次
の
①
～
⑦
す
べ
て
に
該
当
す
る
方　
　
　
　
　
　
　
　

①
町
内
に
居
住
し
て
い
る
ま
た
は
勤
務
地
を
有
し
て
い
る
こ
と
（
３
か
月
以
上
）

②
持
ち
家
（
共
有
名
義
を
含
む
）
が
な
く
、
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

③
税
・
公
共
料
金
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

④
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
い
る
こ
と

※
た
だ
し
、
次
の
（
１
）
～
（
６
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
単
身
で
も
入
居
で
き
ま
す
。

（
１
）
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

（
２
）
60
歳
以
上
の
方

（
３
）
身
体
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
の
程
度
が
１
級
か
ら
４
級
ま
で
の
方

（
４
）
精
神
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
の
程
度
が
１
級
か
ら
３
級
ま
で
の
方

（
５
）
知
的
障
が
い
者
で
そ
の
障
が
い
の
程
度
が
精
神
障
が
い
の
程
度
に
相
当
す
る
方

（
６
）
D
V
被
害
者
に
該
当
す
る
方　

⑤
１
か
月
あ
た
り
の
収
入
が
定
め
ら
れ
た
基
準
以
下
で
あ
る
こ
と

⑥
連
帯
保
証
人
（
２
名
）
を
た
て
ら
れ
る
こ
と

⑦
申
込
者
お
よ
び
同
居
親
族
が
反
社
会
的
勢
力
に
属
さ
な
い
こ
と

 

月
額
家
賃 　
　
入
居
者
の
収
入
お
よ
び
住
宅
の
諸
条
件
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

 

入
居
可
能
予
定
日 　
令
和
７
年
12
月
下
旬

 
今
後
の
募
集
予
定 　

令
和
７
年
度
の
町
営
住
宅
入
居
者
募
集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
実
施
す
る
予
定
で
す
。

第
４
回　
令
和
８
年
２
月
９
日
（
月
）
～
２
月
27
日
（
金
）

※�

入
居
者
の
入
退
去
、
住
宅
の
状
況
等
に
よ
り
募
集
団
地
の
変
更
等
生
じ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。戸
数
・
規
格
・
家
賃
の
詳
細
・
最
新
の
情
報
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

浄
化
槽
の
保
守
点
検
・
清
掃
・
法
定
検
査
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
！

　
浄
化
槽
が
適
正
に
維
持
管
理
さ
れ
て
い
な
い
と
、
浄
化
さ
れ
て
い
な
い
汚
れ
た
水
が
そ
の

ま
ま
側
溝
や
川
に
流
れ
、悪
臭
な
ど
に
よ
り
近
隣
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。ま
た
、

河
川
の
水
質
悪
化
・
悪
臭
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
今
一
度
、
適
正
な
管
理
が
で
き
て
い
る
か

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

項　
　
目

内　
　
容

回　
　
数

保
守
点
検

（
浄
化
槽
法
10
条
）

装
置
・
機
器
の
点
検
、

調
整
、
修
理
の
実
施

お
よ
び
消
毒
剤
の
補

充
な
ど

年
３
回
以
上

（
処
理
方
式
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

・�

保
守
点
検
業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ

い
。

清
掃

（
浄
化
槽
法
10
条
）

浄
化
槽
内
の
汚
泥
の

引
抜
き
、
装
置
・
機

器
の
洗
浄
・
掃
除
な

ど

年
1
回
以
上

（
処
理
方
式
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

・
清
掃
業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

法
定
検
査

（
浄
化
槽
法
11
条
）

保
守
点
検
お
よ
び
清

掃
が
適
正
に
行
わ
れ
、

継
続
し
て
正
常
に
機

能
し
て
い
る
か
な
ど
、

総
合
的
な
検
査

年
１
回

・�

指
定
検
査
機
関
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

検
査
の
申
し
込
み

方
法
に
つ
い
て
は

滋
賀
県
生
活
環
境

事
業
協
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

浄
化
槽
を
お
使
い
の
み
な
さ
ま
へ

浄
化
槽
の
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
！

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
建
設
計
画
課
　
都
市
計
画
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
6
7

町ホームページ

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
上
下
水
道
課
　
下
水
道
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
9

（公社）滋賀県
生活環境事業協会
ホームページ
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